
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託

から排出されるプラスチック製容器包装を収集し、

処理施設まで運搬します。

５　その他特約事項 なし

６　現場説明 不要

７　委託概要 瀬谷 区

３　履行期間 令和４年４月１日　から　令和５年３月31日　まで

４　契約区分 ■　確定契約　　　　□　概算契約

２　履行場所 瀬谷 区

設　計　書

１　委託名

令和４年度　一般会計　歳出　第９ 款　２ 項　１ 目　12節　委託料

受付番号
種目番号

連絡先
委託担当 資源循環局

業務課 計画係 担当者名 隈元　彩
電話 045-671-2551

瀬谷 区



■　する（12回以内）　　　　□　しない

￥

￥

￥

８　部分払

部　分　払　の　基　準

業務内容 履行予定月 金額

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

消費税及び地方消費税相当額

１２月

１月

２月

横　浜　市　資　源　循　環　局

３月

※金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額。
※税抜き総額の12分の１を１月分の金額とし、小数点以下は切り捨てとする。
※税抜き総額との差額分が生じた場合は３月分の部分払で調整する。

契約代金額

瀬谷区
プラスチック製容器包装収集運搬業務委託

４月

５月

業務価格



摘      要金    額（円）単 価（円）単 位数   量 形状寸法等名              称 

内  訳  書

瀬谷区　 プラスチック製容器包装収集運搬業務委託

運転手 1 式

現場責任者 1 式

直接人件費 A

作業助手 1 式

車両 1 式

直接物品費 B

燃料 1 式

車両管理 1 式

C 　（A＋B）直接業務費

E 　（C＋D）業務原価

業務管理費 1 式 D

一般管理費 1 式 F

　（E＋F）

消費税等相当額 Ｈ 　（Ｇ×10％）

業務価格 Ｇ

　（Ｇ＋Ｈ）

※概算数量の場合は，数量及び金額を（　　）で囲む

横　浜　市　資　源　循　環　局

契約代金額 Ｉ











うこと。 

ウ 業務課又は所管事務所より提出物の記載事項等の訂正を求められた場合には、遅滞なく速やかに訂正を

行い、再度提出すること。 

エ 報告又は提出物の内容について、本業務の履行開始前又は履行期間中に業務課又は所管事務所が調査又

は検査を行う場合があるので、受託者は協力するとともに指示に従うこと。 

 

19 関係法規 

受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行令、同施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源

化及び適正処理に関する条例及び同規則、道路交通法、道路運送車両法、その他関係法規を遵守しなければな

らない。 

 

20 契約の解除 

委託者は、廃棄物処理委託契約約款に定める契約の解除に関する規定のほか、受託者が仮契約締結後に横浜

市の一般廃棄物収集運搬業の許可を失った場合は、この契約を解除することができる。 

 

21 その他 

（１） 受託者は、本業務の履行に当たり、横浜市の施策に協力すること。 

（２） 受託者は、委託者の指示に従い、次年度受託者に対して研修等の協力をするとともに、速やかに本業務

の引継ぎを行うこと。 

（３） 受託者は、本業務上知りえた情報を外部に漏らしてはならない。また、本業務上知りえた情報を使用し

て、受託内容以外の他の業務の営業を行ってはならない。 

（４） 本業務の履行確認の一環として、事業所又は車両保管場所等への立入調査及び帳簿書類又はその他の物

件の検査等を業務課又は所管事務所が行う場合があるので、受託者は、これに協力しなければならない。 

（５） 受託者は、本契約に定める事項を遵守し、本業務を適正に履行すること。なお、受託者が本契約に定め

る内容を遵守しない又は本業務を適正に履行していないと認められる場合において、委託者、業務課又は

所管事務所より改善の指示を受けた際は、直ちにその指示に従うとともに、改善状況について報告するこ

と。 

（６） 本委託契約に定める事項のほか、本業務の実施に関する事項については、委託者と受託者が協議の上で

決定すること。 



事故等発生時における対応について

事故等発生

連絡・報告

全件、直ちに現場
責任者に連絡

交通事故全て
（私有地内含む）

又は、交通事故以
外で被害が甚大
な場合や相手方を
負傷・死亡させた
場合

⇒直ちに警察に連
絡

人身事故時

⇒直ちに消防機関
に連絡

収集運搬
作業員

現場責任者
（不在の場合は副責任者等）

所管
事務所

業務課

報告

直ちに所管事務所に電話等で報告
（被害が甚大な場合や人身事故の場合）業務課にも報告

報告確認 報告確認

現場対応・状況把握

現場へ急行し、
関係者へ誠意をもって対応する

（相手方、救急搬送時）
医療機関に急行し、
容態等について情報収集を行う

内容や程度
によっては
業務課
からも

報告を指示
するため
対応する

待機

連絡体制の維持

事故等の状況について、知り得る情報を
逐一把握し、新しい情報が入り次第、

所管事務所に情報提供できるよう連絡体
制を維持する

（指示があった場合）

責任者等や関連する収集運搬作業員は
待機し、連絡体制を維持する

※ 事故等発生時は、被害の規模及び過失に関わらず以下に基づき、適正かつ迅速に対応すること。

☆ 所管事務所及び業務課にて把握したい内容

・発生日時、場所、発生からの経緯（時系列）、発生原因等及び人身、物損の別

・相手方の名前（又は法人名）、性別、年齢、住所、電話番号、車種、車両番号、
怪我の状況、車両又は構造物等の破損状況等、病院での診断結果、搬送先の医療機関名、
相手方（家族を含む）との話等 （その際、相手方に対して左記の情報を本市に報告する旨を伝える）

・当方の収集運搬作業員の名前、年齢、経験年数、車両番号、怪我の状況、
車両又は構造物の破損状況等、病院での診断結果等

・当日及び翌日以降への本業務の影響等

・現場写真及びその他、業務課又は所管事務所が必要と判断し、指示した事項

相手方への対応

相手方への謝罪、修理、費用弁済
等、適切な措置を行う

（指示があった場合）

怪我の回復状況や相手方との交
渉結果等について報告

報告書等の提出（事務所・業務課双方に送付）

事故概要について、当日中に「事故速報」をＥメール又はＦＡＸ
にて提出 （発生時刻が16時以降…翌稼働日提出）

対応結果等をまとめた「事故等報告書」を３稼働日以内に提出
（所管事務所…原本、業務課…Ｅメール又はＦＡＸ）

（対応に日数を要する場合には、その理由と提出見込み時期
及び対応状況を業務課に連絡）

その後の対応

（発生後、直ちに）発生原因の分析、再発防止策の検討及び研修の実施

ドライブレコーダーの録画記録の保存
（指示があった場合）当日中に録画記録を提出（発生時刻が16時以降…翌稼働日提出）

（指示があった場合）報告書等の早期提出、その他報告又は書類の提出等

確認 確認

確認

別添２
変更の可能性あり

相手方の連絡先を必ず控え、
容態等について情報収集を行う



は　じ　め　に　

私たち、資源循環局職員が日々行っている、ごみ・し尿の収集・運搬作業は、
市民生活に欠くことのできない大切な仕事です。ただし、この大切な仕事も、事
故はもちろん、誰もがケガなく、安全に作業を行えてこそ、価値が出てくるもの
です。私たちの仕事は、大なり小なり危険と隣り合わせです。ちょっとした油断が、
大きな災害に繋がってしまうかもしれません。
本マニュアルには、安全に作業を行うために必要な「意識」と「行動」の基本

が一通り網羅されています。既に知っていることばかりが載っていると感じるか
もしれませんが、その「知っていること」を、日々の作業で確実に行っているか
どうかが肝心です。
マニュアルに目を通し、できていないことがあれば、今日からマニュアル通り

に行っていきましょう。また、定期的に読み返し、マニュアルに基づいた作業の
定着を図ってください。
特に、ヒヤリハット事例に遭遇した際には、マニュアルの手順がきちんと守ら

れていたかを確認し、日々の作業を見直していきましょう。その繰り返しにより、
どんな時でも、安全な作業を行えるようにしましょう。

改訂版の発行にあたって　

資源循環局の安全作業マニュアルは、平成18年３月に改訂版を刊行してか
ら９年が経ちました。
この間、日々の安全作業、交通事故防止に大きな役割を果たしてきましたが、

時代とともに収集現場の事情も変わり、荒天時の対応や熱中症の予防・対応等、
新たに掲載すべき項目も生じてきました。
そこで、本マニュアルをより現在の実情に合った内容にするため改訂するこ

ととなりました。
改訂にあたっては、安全作業マニュアル検討委員会を立ち上げ、議論を重ね

てきました。また、イラストについては青葉事務所の協力のもと、同事務所　
吉野氏に担当いただき、全面リニューアルしました。厚くお礼申し上げます。
各職場において、このマニュアルを最大限活用してください。そして、誰も

がケガや事故に遭うことなく、常に安全作業を行えるよう取り組んでいきま
しょう。



・平ボディー



− 1− − 2−

・上腕を露出させないようにしよう ！
・上衣の裾を出さないようにしよう ！
※危険から身を守る効果があります。

ケガ
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する。
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等
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等 する。

発進時は、指さし呼称で安全確認



− 15− − 16−



− 15− − 16−

慣
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等ケガ




